
　多くの期待の声をいただき運行を開始した「母里～県立加古川医療センター線」は、今年９月30日
で２年間の試験運行が終わります。
　５月号では、１便あたりの利用状況をお知らせしましたが、今月号では月ごと、ダイヤごと、停留
所ごとの利用状況をお知らせします。

新規バス路線 「母里～県立加古川医療センター線」を
　利用しましょう！

新規バス路線 「母里～県立加古川医療センター線」を
　利用しましょう！

① 月ごとの利用状況
　平成26年10月の運行開始月
は体験乗車もあり102人の利用
がありましたが、その後は利用
人数が減少しました。１年後の
平成27年10月には母里発の第
１便が医療センターの診療時間
に間に合うよう時刻表を改正す
るなどの利用促進を行いました
が、利用人数は伸びていません。

② ダイヤごとの利用状況
　１日に４便往復していますが、医療
センター行きは第３、４便（午後便）
の利用が少なく、母里行きは第１便の
利用が少なくなっています。

③ 停留所ごとの利用状況
　「医療センター停留所」
に次いで 「稲美町役場前」
や「稲美中央公園」など役
場周辺の停留所の利用が多
くなっています。あまり利
用されていない停留所もあ
ります。

　試験運行後については、
乗降調査の結果等を基に検
討を行う予定ですが、利用
者が少なければ路線を維持
していくのは難しくなりま
す。
　一人ひとりがバスを利用
することで公共交通を守っ
ていきましょう。
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母里→県立加古川医療センター
ダイヤ
１便
２便
３便
４便

利用者数（人）
238
201
102
15 合計　556

母里
野谷
母里農協前
蛸草上条
蛸草高薗
稲美中央公園
稲美町役場前
六甲バター北
天満小学校
国安団地前
国安北
国安
岡西
相の山
泥ヶ谷
六分一山
天満橋
六分一
和田東山
県営平岡団地
森安
天満南小学校
幸竹
向山
金守
北山
七軒屋南
見谷
三四軒屋
医療センター

乗車
98
3
24
7
3
44
96
38
42
15
8
13
0
23
5
35
15
6
20
29
3
4
11
4
2
4
4
0
0
0
556

降車
0
0
0
0
0
34
38
11
7
3
20
7
9
18
26
42
1
2
16
20
3
1
3
7
3
1
2
3
0
279
556合　　計

医療センター行き １年半の合計（人）

医療センター
三四軒屋
見谷
七軒屋南
北山
金守
向山
幸竹
天満南小学校
森安
県営平岡団地
和田東山
六分一
天満橋
六分一山
泥ヶ谷
相の山
岡西
国安
国安北
国安団地前
天満小学校
六甲バター北
稲美町役場前
稲美中央公園
蛸草高薗
蛸草上条
母里農協前
野谷
母里

乗車
175
0
2
4
2
3
13
3
5
1
32
21
26
5
16
30
34
6
1
16
2
3
8
56
20
3
0
0
0
0
487

降車
0
2
0
6
3
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3
4
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9
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57
3
4
23
44
44
487合　　計

母里行き １年半の合計（人）

※調査期間：平成26年10月～平成28年3月の毎月各1週間
※網かけは乗降あわせて50回以上使われているバス停

県立加古川医療センター→母里
ダイヤ
１便
２便
３便
４便

利用者数（人）
81
175
128
103 合計　487

→
　時刻表改正後

平成28年平成27年

　昭和56年５月以前着工の旧耐震基準で建築され、耐震診断の結果、安全性が低いと診断された住宅を対象に、
住まいの耐震化を支援しています。

◎簡易耐震診断推進事業
　町では、昭和56年５月以前着工の住宅を対象に、無料の耐震診断を実施しています。
わが家が安全かどうか、まずは耐震診断を受けましょう。

＜無料の耐震診断を受けましょう！＞

　耐震診断の結果、安全性が低いまたはやや低いと診断された住宅の耐震改修工事などを行う際に補助を行っ
ています。補助のメニューは以下のとおりです。

＜耐震改修工事を行いましょう！＞

◎防災ベッド等設置補助事業
補助金額：定額10万円
安全性が低いと診断された木造２階建以下の住宅に居住する人が、防災ベッド等を購入及び設置する場合
で、費用が10万円以上のものを対象として補助します。

【就寝中の安全を確保したい】

◎耐震シェルター設置工事補助事業
補助金額：定額50万円
安全性が低いと診断された2階建以下の住宅に居住する人が、耐震シェルターの設置工事を行う場合で、
費用が50万円以上のものを対象として補助します。

◎屋根軽量化工事補助事業
補助金額：定額50万円
安全性がやや低いと診断された木造2階建以下の住宅に居住する人が、非常に重い屋根全体を軽量化する
工事を行う場合で、費用が50万円以上のものを対象として補助します。

【部分的に改修したい】

◎住宅耐震化建替工事補助事業
補助金額：定額100万円
安全性が低いと診断された住宅の除却及び同一敷地での新たな戸建住宅の建築(建替)工事で費用が100万
円以上のものを対象として補助します。

【全体的に建て替えたい】

◎住宅耐震等補助事業
補助金額：耐震改修工事費（税抜き）の10％（限度額10万円）
安全性が低いと診断された住宅の、寝室等への耐震改修工事等（費用が税抜きで20万円以上）を町内業
者が行う場合に補助します。

　詳しくは都市計画課までおたずねください。
　（注）耐震診断の結果、安全と診断された場合は補助対象になりません。また、過去に県の耐震改修促進事業
の補助金を受けている場合も、補助対象にならない場合があります。それぞれの補助事業は、他の補助事業と
併用することはできません（簡易耐震診断推進事業を除く）。

【上記以外の耐震工事に対応】

住宅耐震改修補助制度のお知らせ住宅耐震改修補助制度のお知らせ
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